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十
八
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領
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平
成
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十
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大
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麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
都
市
再
生
機
構
の
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
事
業
に
お
け
る
補
償
契
約
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
都
市
再
生
機
構
の
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
事
業
に
お
け
る
補
償
契
約
等
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

御
指
摘
の
「
Ｕ
Ｒ
と
間
瀬
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
口
頭
で
契
約
」
及
び
「
ジ
ョ
イ
ン
ト
ベ
ン
チ
ャ
ー
（
以
下
「
Ｊ
Ｖ
」
）
と
間

瀬
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
の
間
の
契
約
に
変
更
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
独
立
行
政
法
人
都
市

再
生
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
県
道
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
北
環
状
線
事
業
の
白
井
市
清
戸
地
区
に
お
け
る
区

間
に
関
し
、
会
計
検
査
院
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
会
計
検
査
院
が
検
査
を
実
施
し
た
契
約

の
う
ち
、
道
路
予
定
地
外
に
存
す
る
物
件
に
対
す
る
移
転
補
償
契
約
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
「
平
成
二
十
七
年
度
決
算
検
査
報

告
の
概
要
」
（
以
下
「
概
要
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
機
構
は
、
株
式
会
社
間
瀬
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
（
以
下
「
コ
ン
サ
ル
」

と
い
う
。
）
と
契
約
を
締
結
し
た
「
千
葉
北
部
地
区
平
成
二
十
三
年
度
建
物
等
物
件
移
転
に
伴
う
調
査
・
算
定
業
務
」
に
よ
る

成
果
物
に
お
け
る
資
材
単
価
を
平
成
二
十
五
年
度
の
単
価
に
時
点
修
正
す
る
な
ど
の
再
算
定
を
行
う
業
務
（
以
下
「
再
算
定
業

務
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
五
年
六
月
頃
に
、
契
約
書
等
を
作
成
す
る
こ
と
な
く
、
コ
ン
サ
ル
に
口
頭
で
実
施
を

依
頼
し
、
同
年
七
月
頃
に
、
そ
の
成
果
物
を
受
領
し
た
一
方
、
機
構
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日
に
、
鹿
島
・
東
洋
建

設
工
事
共
同
企
業
体
（
以
下
「
共
同
企
業
体
」
と
い
う
。
）
と
締
結
し
た
「
千
葉
北
部
地
区
北
環
状
線
清
戸
西
工
区
外
道
路
関

一



連
工
事
（
そ
の
一
）
」
の
請
負
契
約
の
第
一
回
変
更
契
約
に
お
い
て
、
再
算
定
業
務
を
追
加
し
た
も
の
の
、
共
同
企
業
体
が
実

際
に
は
再
算
定
業
務
を
実
施
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
八
年
三
月
に
、
再
算
定
業
務
の
成
果
物
を
受
領
し
た

こ
と
と
し
て
、
同
契
約
に
お
け
る
再
算
定
業
務
の
履
行
の
結
果
に
係
る
検
査
及
び
検
査
調
書
（
以
下
「
検
査
調
書
」
と
い
う
。
）

の
作
成
を
行
い
、
ま
た
、
共
同
企
業
体
に
対
し
て
、
コ
ン
サ
ル
に
再
算
定
業
務
を
行
わ
せ
た
対
価
相
当
分
を
、
共
同
企
業
体
を

経
由
し
て
コ
ン
サ
ル
に
支
払
う
よ
う
依
頼
し
、
そ
の
結
果
、
共
同
企
業
体
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
に
、
コ
ン
サ
ル

に
対
し
て
約
百
十
七
万
円
を
支
払
い
、
そ
の
後
、
機
構
は
、
検
査
調
書
等
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
八
日
に
、
共

同
企
業
体
に
対
し
て
当
該
成
果
物
の
対
価
と
し
て
約
百
二
十
四
万
円
を
支
払
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
も
、

機
構
か
ら
聴
取
し
、
同
様
に
認
識
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
口
頭
契
約
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
尋
ね
の
「
一
切
の
書
類
が
な
い
と
す

る
と
、
な
ぜ
な
の
か
」
及
び
「
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
契
約
の
経
緯
と
な
っ
た
の
か
」
に
つ
い
て
、
機
構
が
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た

と
お
り
の
会
計
経
理
を
行
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
概
要
に
よ
れ
ば
、
難
航
し
て
い
た
補
償
交
渉
の
解
決
を
図
る
た
め
に
、
短

期
間
で
再
算
定
業
務
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
も
、
機
構
か
ら
聴
取
し
、
同

様
に
認
識
し
て
い
る
。
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御
指
摘
の
「
Ｕ
Ｒ
と
株
式
会
社
間
瀬
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
の
契
約
に
つ
い
て
、
口
頭
で
契
約
」
及
び
「
口
頭
に
よ
る
契
約
は

や
む
を
得
な
い
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
お
尋
ね
の
「
適
性
を
欠

い
て
い
る
事
項
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」
、
「
法
令
及
び
規
則
に
違
反
し
た
も
の
な
の
か
」
、
「
口
頭
で
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に

つ
い
て
問
題
は
な
い
か
」
、
「
契
約
に
問
題
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
」
及
び
「
こ
の
契
約
に
つ
い
て
、
手
続
き
と
し
て
問
題
が

な
い
の
か
」
に
つ
い
て
、
概
要
に
よ
れ
ば
、
再
算
定
業
務
に
つ
い
て
、
契
約
書
等
を
作
成
す
る
こ
と
な
く
コ
ン
サ
ル
に
口
頭
で

依
頼
す
る
一
方
で
、
共
同
企
業
体
に
お
い
て
再
算
定
業
務
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
成
果
物
を
受
領
し
た
と
し

て
検
査
調
書
を
作
成
し
、
約
百
二
十
四
万
円
を
支
払
っ
て
い
た
事
態
は
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
会
計
規
程
等
に
違
反

し
て
お
り
、
適
正
を
欠
い
て
い
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
も
、
機
構
か
ら
聴
取
し
、
同
様
に
認
識
し
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
物
件
の
所
有
者
（
以
下
「
Ａ
社
」
と
い
う
）
か
ら
急
か
さ
れ
た
こ
と
」
は
、
機
構
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
事
実
で
あ
る
。

御
指
摘
の
「
Ｕ
Ｒ
は
業
者
と
今
回
の
よ
う
な
形
で
口
頭
で
契
約
」
及
び
「
口
頭
に
よ
る
契
約
を
、
Ｊ
Ｖ
と
の
新
た
な
契
約
に

変
更
す
る
、
今
回
の
よ
う
な
契
約
の
変
更
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
災
害
時
等
の
緊
急
時
で

あ
る
こ
と
以
外
の
理
由
で
業
者
と
口
頭
で
契
約
を
締
結
し
た
事
例
、
口
頭
で
契
約
を
締
結
し
、
か
つ
一
切
の
書
類
が
存
在
し
な
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い
契
約
を
締
結
し
た
事
例
及
び
口
頭
で
締
結
し
た
契
約
を
他
の
者
と
の
契
約
に
変
更
し
た
事
例
は
、
機
構
か
ら
聴
取
し
た
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、
把
握
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
Ｕ
Ｒ
は
、
Ａ
社
と
の
間
に
、
道
路
地
物
件
移
転
補
償
契
約
を
千
六
百
八
十
八
万
円
で
締
結
し
、
そ
の
後
、
Ａ
社

が
使
用
し
て
い
た
土
地
の
う
ち
、
道
路
予
定
地
以
外
の
土
地
に
存
す
る
物
件
の
移
転
補
償
契
約
を
二
億
二
千
四
十
一
万
円
で
締

結
し
、
そ
の
後
、
Ａ
社
が
所
有
す
る
一
部
の
建
物
の
損
傷
に
対
す
る
補
償
を
す
る
契
約
を
五
千
百
八
十
五
万
円
で
締
結
」
し
た

こ
と
は
、
機
構
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
千
円
単
位
以
下
の
金
額
を
除
き
事
実
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
こ
れ
ら
三
つ
の
契
約
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ど
の
よ
う
な
項
目
に
い
く
ら
充
て
た
の
か
が
わ
か
る
契
約
の
積

算
明
細
」
は
、
機
構
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
に
係
る
補
償
金
調
書
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、

当
該
資
料
に
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
五
条
に
規

定
す
る
不
開
示
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
機
構
に
お
い
て
不
開
示
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
を
特
定

す
る
作
業
が
膨
大
と
な
る
こ
と
か
ら
、
当
該
資
料
の
内
容
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

御
指
摘
の
「
似
た
よ
う
な
事
例
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

が
、
お
尋
ね
の
「
補
償
額
の
算
定
の
基
準
の
根
拠
と
な
っ
た
基
準
」
に
つ
い
て
は
、
機
構
は
、
「
公
共
用
地
の
取
得
に
伴
う
損
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失
補
償
基
準
要
綱
」
（
昭
和
三
十
七
年
六
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
）
等
の
基
準
に
基
づ
き
、
補
償
契
約
の
金
額
を
算
定
し
て
い

る
と
承
知
し
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
今
回
の
補
償
金
額
の
算
定
は
妥
当
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
」
に
つ
い
て
は
、
概
要
に
よ
れ
ば
、
「
「
第
三
章

個

別
の
検
査
結
果
」
に
掲
記
す
べ
き
と
認
め
た
事
態
は
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
も
同
様
に
認
識
し
て

い
る
。

お
尋
ね
の
「
Ｕ
Ｒ
の
補
償
金
額
の
内
訳
」
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
は
機
構
か
ら
相
談
は
受
け
て
い
な
い
。

お
尋
ね
の
「
会
計
検
査
院
は
今
回
の
補
償
金
額
は
妥
当
と
の
判
断
を
し
て
い
る
」
根
拠
に
つ
い
て
は
、
会
計
検
査
院
に
お
い

て
、
会
計
検
査
の
結
果
、
国
会
に
報
告
す
べ
き
事
項
が
あ
れ
ば
報
告
さ
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
今
回
の
件
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
尋
ね
の
「
甘
利
代
議
士
の
事
務
所
ス

タ
ッ
フ
及
び
事
務
所
関
係
者
に
、
国
土
交
通
省
及
び
Ｕ
Ｒ
は
何
ら
か
の
情
報
提
供
を
し
て
い
る
か
」
、
「
そ
の
内
容
」
及
び

「
こ
の
情
報
提
供
は
通
常
し
て
い
る
こ
と
で
、
問
題
な
い
と
考
え
る
の
か
」
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
「
道
路
地
物
件
移
転
補
償
契

約
」
、
「
Ａ
社
が
使
用
し
て
い
た
土
地
の
う
ち
、
道
路
予
定
地
以
外
の
土
地
に
存
す
る
物
件
の
移
転
補
償
契
約
」
及
び
「
Ａ
社

が
所
有
す
る
一
部
の
建
物
の
損
傷
に
対
す
る
補
償
を
す
る
契
約
」
に
関
し
て
、
「
甘
利
代
議
士
の
事
務
所
ス
タ
ッ
フ
及
び
事
務
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所
関
係
者
に
、
国
土
交
通
省
及
び
Ｕ
Ｒ
は
何
ら
か
の
情
報
提
供
を
し
」
た
内
容
は
、
同
省
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月

二
十
八
日
に
同
省
住
宅
局
が
公
表
し
た
「
「
週
刊
文
春
（
一
月
二
十
八
日
号
・
二
月
四
日
号
）
」
記
事
に
関
す
る
事
実
関
係
の

調
査
結
果
に
つ
い
て
」
の
と
お
り
で
あ
り
、
機
構
に
つ
い
て
は
、
同
年
二
月
一
日
に
機
構
が
公
表
し
た
「
「
週
刊
文
春
（
一
月

二
十
八
日
号
・
二
月
四
日
号
）
」
記
事
に
関
す
る
事
実
関
係
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
（
追
加
）
」
の
と
お
り
で
あ
る
。
同
省
及

び
機
構
に
お
い
て
は
、
国
会
議
員
の
事
務
所
か
ら
問
合
せ
が
あ
れ
ば
、
で
き
る
限
り
丁
寧
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
御

指
摘
の
「
情
報
提
供
」
も
同
様
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
特
段
の
問
題
は
な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
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